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「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 
「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（ロンドン条約 1996 年議

定書）」の発効を受けて改正された、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海洋汚染防止

法）」が 2007 年４月１日から施行されることを踏まえ、国土交通省港湾局は、浚渫土砂の海洋投入・有

効利用に関する技術指針を策定しました。 

 「改正海洋汚染防止法」には、浚渫土砂の海洋投入に関して、（１）政令で定める基準を満たす水底

土砂以外の浚渫土砂の投入禁止、（２）浚渫土砂の海洋投入処分に対する環境大臣による許可制度の

新設、（３）許可に基づいた海洋投入処分時の海上保安庁長官による事前確認の義務づけ、（４）排出海

域汚染状況監視計画の策定、実施、報告、などの規制強化が盛り込まれています。  

 今回策定された「技術指針」は、許可申請書類作成の留意事項など、海洋投入処分手続きを円滑に

行うための事項、海洋投入処分が海洋環境に及ぼす影響の予測・評価を行うための手順・手法、浚渫

土砂を港湾埋立・干潟造成などに有効利用する際の検討の手順などを具体的に示したものです。 

 なお、環境大臣への許可申請は事業主体が行うこととなっており、許可申請は2006年 10月 1日か

ら受付が開始されます。  

 

当社では金属等を含む廃棄物をはじめとした基準項目の分析を行っております。どうぞお気軽にご

相談ください。 
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